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平成２７年２月１３日  

─────────────────────────────────────────────── 

議事日程 

第 １  会期の決定 

 

第 ２  会議録署名議員の指名 

 

第 ３  管理者発言 

 

第 ４  報告第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

 

第 ５  議案第 １号 監査委員の選任について 

 

第 ６  議案第 ２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

 

第 ７  議案第 ３号 多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休業等に関する条例の 

            一部改正について 

第 ８  議案第 ４号 多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する 

            条例の一部改正について 

第 ９  議案第 ５号 平成２６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計補正 

            予算（第３号）について 

第１０  議案第 ６号 平成２６年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設 

            事業会計補正予算（第１号）について 

第１１  議案第 ７号 平成２７年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計予算 

            について 

第１２  議案第 ８号 平成２７年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設 

            事業会計予算について 

 

─────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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開会のあいさつ 

議長（隅田川徳一君）  皆様、こんにちは。 

      本日、平成２７年第１回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会が招集され

ましたところ、議員各位におかれましては、時節柄大変お忙しいところ、ご出

席をいただきまして開会できますことを心から感謝申し上げる次第でございま

す。 

      さて、今期定例会に提案されるものは、平成２７年度病院事業会計予算ほか

８案件でございます。慎重ご審議いただきまして、議会としての意思決定をお

願い申し上げます。 

      なお、議事運営等まことにふなれな私でございますが、誠心誠意努力いたす

所存でございますので、議員各位の絶大なるご支援とご協力を切にお願い申し

上げまして、まことに簡単でございますが、開会のあいさつといたします。 

      議事日程につきましては、皆様のお手元に配付してありますので、よろしく

お願いいたします。 

     ───────────────────────────────────── 

開会及び開議 

 午後１時２９分開会 

議長（隅田川徳一君）  出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。 

      ただいまから、平成２７年第１回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を

開会いたします。 

     ───────────────────────────────────── 

第１ 会期の決定 

議長（隅田川徳一君）  日程第１、会期の決定を議題といたします。 

      お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。今期定例会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

     ───────────────────────────────────── 

第２ 会議録署名議員の指名 

議長（隅田川徳一君）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、議長において指名いた

します。３番、野口靖君、１５番、宮前俊秀君を指名いたします。 

     ───────────────────────────────────── 

第３ 管理者発言 

議長（隅田川徳一君）  日程第３、管理者発言であります。管理者。 
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管理者（新井利明君）  開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

      平成２７年第１回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位にはご多忙の中、ご出席をいただきまして、まことにあり

がとうございます。 

      また、ここで、１月にご逝去されました組合監査委員の故高桑藤雄議員に対

しまして、心からご冥福をお祈り申し上げます。 

      さて、平成２６年度の病院事業においては、前年度と同様の病院経営であり、

４年連続して経常収支の黒字化を達成できると思われますので、ご報告をさせ

ていただきます。 

      また、来る平成２７年度については、診療報酬の改定もなく、医師を初めと

した診療体制についても、一部医師の異動はあるものの大きな変化はないと聞

いております。 

      このような中、病院事業のさらなる質の向上と効率的な運営を図るため、現

在、新入院棟建設のための実施計画を進めているところでございます。本年秋

の定例会には結果を報告したいと考えております。関係各位のご理解、ご協力

を心からお願い申し上げたいと思います。 

      さて、本議会に提案いたします案件は、組合各事業の平成２７年度予算を中

心として９案件の審議をお願いするものであります。 

      いずれも重要案件でございますので、慎重ご審議の上、ご決定くださいます

ようお願い申し上げまして、簡単ですが、開会のあいさつとさせていただきま

す。 

      よろしくお願い申し上げます。 

     ───────────────────────────────────── 

第４ 報告第１号 

議長（隅田川徳一君）  日程第４、報告第１号、専決処分の承認を求めることについて

を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  それでは、報告第１号、専決処分の承認を求めることに

ついて、ご説明申し上げます。 

      人事院は、昨年８月、給料表の引き上げと期末勤勉手当の年間支給率の引き

下げ等を主な内容とする給与改定の勧告を行い、国家公務員の一般職の職員の

給与に関する法律が昨年１１月に改正されました。 

      また、当組合を構成する２市１町１村においても国に準じて改正が行われま

した。 

      このため、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例等の一部改

正を１２月１日付で専決処分させていただいたものでございます。 
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      本来であれば、１１月の定例会で提案すべきところでございましたが、県及

び構成市町村議会の議決が１１月末ということもありまして、日程の関係上、

やむなく専決処分をさせていただいたものでございます。 

      以上、まことに簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

      慎重審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。報告第１号、専決処分の承認を求めることについ

て、本案は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、報告第１号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第５ 議案第１号 

議長（隅田川徳一君）  日程第５、議案第１号、監査委員の選任についてを議題といた

します。 

      暫時休憩いたします。 

（午後１時３５分休憩） 

（午後１時４５分再開） 

議長（隅田川徳一君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

      地方自治法第１１７条の規定により野口靖君の退席を求めます。 

（野口 靖君 退席） 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第１号、監査委員の選任について、ご説明申し上げます。 

      地方自治法第１９６条第１項の規定により監査委員のうち、議員から選任い

たします監査委員が欠員であります。 

      つきましては、野口靖議員を監査委員に選任いたしたく、議会の同意をお願

いする次第であります。 
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      以上、まことに簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

      慎重審議いただきまして、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１号については、

人事案件でありますので、討論を省略したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。 

      これより採決いたします。議案第１号、監査委員の選任について同意を求め

る件は、これに同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第１号はこれに同意するこ

とに決しました。 

      野口靖君の入場を求めます。 

（野口 靖君 入場） 

議長（隅田川徳一君）  ただいま野口靖君が監査委員として承認を受け、選任されまし

たことを、ここに伝えます。 

      この際、監査委員に選任されました野口靖君のあいさつを願います。野口靖

君。 

監査委員（野口 靖君）  一言ごあいさつを申し上げます。 

      ただいま多野藤岡医療事務市町村組合監査委員に就任させていただきまして、

心から感謝申し上げます。大変重責ではございますけれども、全身全霊でその

職務を全うすべく努力をいたしたいと思います。 

      議員各位のご支援と御協力をお願いを申し上げまして、監査委員就任のあい

さつにかえさせていただきます。どうもありがとうございました。 

     ───────────────────────────────────── 

第６ 議案第２号 

議長（隅田川徳一君）  日程第６、議案第２号、群馬県市町村総合事務組合の規約変更

に関する協議についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。経営管理部長。 
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経営管理部長（黒澤美尚君）  議案第２号、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関

する協議について、ご説明を申し上げます。 

      本件は、当組合が加入しております群馬県市町村総合事務組合より規約変更

に関する協議の議決依頼に基づくものでございます。 

      内容につきましては、総合事務組合の組織団体である東毛広域市町村圏振興

整備組合が平成２７年３月３１日で解散するため、組合規約の変更が必要とな

り、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会議決を求めるものでございます。 

      以上、まことに簡単ではございますが、提案説明とさせていただきます。 

      慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第２号、群馬県市町村総合事務組合の規約変

更に関する協議について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を

求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第７ 議案第３号 

議長（隅田川徳一君）  日程第７、議案第３号、多野藤岡医療事務市町村組合職員の育

児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  議案第３号、多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休

業等に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。 

      改正の理由といたしましては、医師確保対策の一環として、育児を行う医師

の離職防止と継続的な勤務を図るため、診療部に所属する医師の勤務時間に関

し、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、育児短時間勤務制度に関

する規定を追加しようとするものでございます。 
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      現在、当組合の職員の育児を支援する制度には、地方公務員の育児休業等に

関する法律に基づき、育児休業、部分休業、育児時間休暇などがございます。 

      今回、導入をお願いする育児短時間勤務制度は、小学校就学前の子を養育す

る職員の子育てによる離職防止と早期の現場復帰を支援するため、１週間当た

りの時間を短くできる制度でございます。勤務形態を１日４時間で週５日勤務、

１日５時間で週５日勤務、１日８時間で週３日勤務、１日８時間を週２日と４

時間勤務を１日のこの４種類の勤務形態から選択可能とする内容となっており

ます。 

      また、給料等につきましては、勤務時間数に応じた額に減額となります。 

      施行日につきましては、平成２７年４月１日からとするものでございます。 

      以上、まことに簡単ではございますが、提案説明とさせていただきます。 

      慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  今、ご説明いただきました。これに該当する職員は医師という

ことで、医師に限定されるのかということをまず１点、確認をさせてください。 

      今後こういった制度を運用していくに当たって、この制度がどういった形で

波及してくるのか、する予定があるのか、そこら辺について教えていただきた

いと思います。 

議長（隅田川徳一君）  総務課長。 

総務課長（島﨑 泰君）  お答えを申し上げます。 

      まず、対象職員でございますが、医師のみでございます。 

      それと、今後の波及の関係でございますが、群馬県等におきましては女性医

師、特に育児中の支援対策ということで女性医師の出産後の復帰について検討

を重ねておるところでございます。こういった中で、医師だけには限りません

が、女性の職場復帰という形で育児休業法ということで制度が整っております。

そういった意味では、今後も拡大していくのではないかと考えます。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  医師のみということで回答がございました。波及については女

性の職場復帰というふうなことにあっては、波及も予測されるんだろうという

ふうな答弁もありました。 

      医師の確保の働きやすい職場づくりというふうなことで、こういった制度が

運用されるようになるんだということはよくわかります。こういった制度を運

用していくに当たって、制度を利用して現場に穴があくといいますか、現場の

対応が大変になってくるというふうなことがあっては入院患者さん等々、あと
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そのほかの職場、ほかの医師の方々に対する負担が膨らんでいくことにもなり

かねないんだろうというふうなところも懸念されるんではないかなと考えます。

ついては、こういった制度を運用するに当たって、スタッフ皆さんが医師の確

保、確保するための制度であるのにもかかわらず、それが負担になってくるよ

うなことがあると病院全体の医療、事務にかかわるもろもろが大変になってく

るのかなというふうなところも考えるところであります。そういったところに

対して懸念があるんですけれども、そういったことの対応についてどんなふう

にお考えをいただいて運用されていくのか、こういう点がまず１つであります。 

      それと、どんなふうに波及していくのか、例えば看護師さんについてもこう

いった子育てしながら現場で復帰しやすいような環境というふうなことになる

と、これもまたなかなか人数も多くなってきますから、手のつけられるような

状態でなくなるんだろうなというふうなことも考えられます。 

      ちょっとこれは少し関連になってしまうんですけれども、今、入院病棟が移

転という話になっておりますけれども、この入院病棟移転にあっては、施設的

にハード面でもってこういった女性が職場復帰、あるいは女性が職場で働きや

すい環境づくりというふうなことでの内容等々は考えていらっしゃるのかどう

なのかも含めてご答弁いただきたいと思います。 

議長（隅田川徳一君）  総務課長。 

総務課長（島﨑 泰君）  導入につきましては、今回一つの選択肢としての育児短時間

制度ということで考えております。また、提案説明の中で経営管理部長のほう

から説明がありましたように、勤務形態は４パターンということで、非常に狭

い選択肢の中でございます。それと、病院とすると正規の４０時間の中で、こ

れを勤めていただけるのが一番よろしいんですが、なかなか家庭の事情等で許

さない状況がありますので、今回導入を提案させていただいた短時間制度、そ

れとまた、臨時の雇用形態というのも視野に入れた中で、希望する先生とよく

相談した上で導入を図っていきたいと考えております。 

      また、２番目の質問で他職種への導入の関係でございます。皆さんご承知の

とおり、病院職員数の約６割強が女性職員でございます。そうした中で職員、

皆同じ公平な条件の中での勤務形態というのが一番よろしいのではないかなと

考えておりますが、医師あっての病院ということで、まずそこの第一前提を優

先して今回導入をさせていただきたいということでございます。 

      また、今後につきましても他職種の導入につきまして、他病院等の状況をよ

く確認した中で検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  先ほど議員さんから管理をどうしていくんだという話が
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ございましたけれども、やはりこれにつきましては、全てを該当させるという

ものではございません。診療部の医師に限定される今回の条例改正でございま

すけれども、特に女性医師が具体的な対象になると思います。ただ、その中で、

少ない診療科というのがございまして、そこの科のところでこういった制度を

活用しながら医師の確保を進めていくというような考えでおります。 

      したがいまして、その管理ということに関しては病院長以下、診療科のほう

でしっかりとその状況を踏まえながら採用を決定していくということになると

思います。 

      以上でございます。 

議長（隅田川徳一君）  総務課長。 

総務課長（島﨑 泰君）  すみません。１つ回答漏れがあったようでございます。 

      新病院のオープンにおけるハード面で育児支援という形でご質問があったと

思いますが、そちらについては今現在、実施設計を進めております。そうした

中で新たな施設として院内保育園の設置を検討しております。また、それと並

行いたしまして現在、看護師寮がございます。そちらのほうに、今年の４月１

日開園予定で、院内保育園の設置を進めておるところでございます。よろしく

お願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  病院長。 

病院長（石崎政利君）  少し追加をさせていただきます。 

      今回の制度は医師確保、特に今、女性医師が非常にふえているという現状が

ありまして、実際その若い子育ての医師はパートという形で勤務をしているの

が実情でございます。そういった中で、昨年の６月に不規則な医療介護総合確

保推進法というのが制定されまして、それに基づいて群馬県においても医療介

護総合確保計画事業で人材の育成、人材確保関連のことに関して、今年度中に

勤務環境の改善計画策定に着手するということになっております。こういう法

律に従って、当院でも先ほど出ました短時間の勤務制、それから、院内保育所

を中心に検討しております。 

      確かに、女性医師の勤務形態によって全体として、いろいろな問題が生ずる

ことももちろんなんですが、そこは診療科によってよく調整をしていくという

ことにして、全体として影響のないようにしたいと考えております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  先ほどハード面では今後の対応として院内保育の設置をとい

うふうなご答弁がありました。これについてちょっと確認なんですけれども、

２４時間の対応なのかどうなのかというのが１点、それと、病院勤務の職員の

方の子供さんに限るということでの限定なのかどうなのかという、その２点に
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ついて確認をさせてください。この制度がきちんと運用されて医師の確保がス

ムーズに行えるような、また、職場環境が改善されるようなそういった条例改

正であっていただくことが望ましいんだろうなと思います。 

      ついては、この病院がそういったことにあっては他の病院のモデル的な存在

になってくれれば、なおのこと医師の確保についてもスムーズかつ円滑になっ

てくるんだろうなと思いますけれども、そこでなんですが、他の病院でこうい

った制度について、どのような状況になっているか把握しておりましたら、そ

のことを報告していただきたいと思います。 

議長（隅田川徳一君）  総務課長。 

総務課長（島﨑 泰君）  お答え申し上げます。 

      まず、保育園の運営の関係でございますが、現在、週５日の運営を考えてい

ます。そのうち１日を２４時間という形で、準備を進めています。また、対象

につきましては、無認可の保育園ということで、病院の職員のみの限定でござ

います。 

      それと他施設の関係でございますが、具体的に全部の病院に当たってはおり

ませんが、県内の公立病院では、この近くでは伊勢崎市、また富岡の総合病院

さん、そちらのほうは従前より設置をしております。これにつきましても職員

が対象でございます。県内全般を見ました限りでは、院内保育園の開設に向け

て、各病院が準備を進めているような拡大の方向であります。 

      以上であります。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第３号、多野藤岡医療事務市町村組合職員の

育児休業等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決すること

に賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立多数であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 
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第８ 議案第４号 

議長（隅田川徳一君）  日程第８、議案第４号、多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  議案第４号、多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。 

      改正の理由といたしましては、議案第３号で議決いただきました職員の育児

休業等に関する条例の一部改正に伴い、改正をお願いするものでございます。 

      主な内容といたしましては、条例第２条でございますが、現在、職員の勤務

時間については、週４０時間としているところでございますが、その例外規定

として、その承認を受けた勤務時間をもって正規の勤務時間とする旨の規定を

追加するとともに、この追加に伴う関係文言の整理及び項の繰り下げ等を行う

ものでございます。 

      第３条第１項では、土曜日及び日曜日を週休日とする旨を定めてございます

が、これに加えまして、月曜から金曜日までの５日間において週休日を設ける

ことができる旨を定めるために改正しようとするものでございます。 

      また、同条第２項では、１日につき８時間を超えない範囲で勤務時間を割り

振る旨を定めようとするものでございます。 

      第４条は、これらの職員が育児短時間勤務職員等となった場合についての取

り扱いについて定めるため、第２項を改正しようとするものでございます。 

      第８条第１項は、設備の保全や外部との連絡のための断続的勤務を命じるこ

とができる規定、第２項は、正規の勤務時間以外に緊急の必要性等により、断

続的勤務以外の勤務を命じることができる規定でございますが、当該職員が育

児短時間勤務職員等である場合は、当然それらの命令には、その目的に反する

ことのないよう一定の制限を加える必要がございますので、第１項及び第２項

にただし書きを加えようとするものでございます。 

      第１２条は年次有給休暇の取り扱いについての規定でございます。 

      施行日につきましては、育児短時間勤務制度の導入に合わせて施行する必要

がございますので、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施

行の日と同様、平成２７年４月１日からとするものでございます。 

      以上、まことに簡単ではございますが、提案説明とさせていただきます。 

      慎重ご審議の上ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  質疑もないようでありますので、質疑を終結したいと思います。
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これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第４号、多野藤岡医療事務市町村組合職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第９ 議案第５号 

議長（隅田川徳一君）  日程第９、議案第５号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町村

組合立病院事業会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第５号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院

事業会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

      今回の補正は、第３条の収益的収入で、病院では入院収益、外来収益の減収

による減額補正、附属外来センターにおいては外来収益の増収等による増額補

正となっております。 

      収益的支出におきましては、病院で材料費の減少等による減額補正、附属外

来センターにおいては、材料費や経費の増加等により増額補正を計上するもの

であります。 

      収支におきましては、３施設合計で２０億４，６３０万円の赤字となっており

ますが、制度改正に伴う退職給付引当金等の計上を除きますと４億３，５９０万

円の黒字を見込むものでございます。 

      以上、まことに簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

      慎重審議いただきまして、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

      なお、詳細につきましては経営管理部長より説明させますので、よろしくお

願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  それでは、詳細についてご説明申し上げます。 

      今回の補正は、第３条で示してありますとおり、収入につきましては、第１

款病院事業収益で６，５０４万５，０００円の減額補正でございます。 
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      第１項医業収益では、当初予算額に対し６，４１０万円の減額補正でござい

ます。内容といたしまして、診療単価の減少により減額となっております。 

      第２項医業外収益では３３万円の増額補正。 

      第３項特別利益では、制度改正に伴う計上の修正を行うものでございます。 

      第２款附属外来センター事業収益で３，８８６万５，０００円の増額補正。 

      第１項医業収益で当初予算額に対し５，９００万円の増額補正でございます。

内容といたしましては、診療単価の増加により増額となっております。 

      第３項特別利益では２，０１３万５，０００円の減額補正。内容といたしま

しては、制度改正に伴う計上の修正を行うものでございます。 

      次に、支出について申し上げます。 

      第１款病院事業費用におきましては６，６７０万円の減額補正。 

      第１項医業費用では、当初予算額に対し５，８９１万円の減額補正でござい

ます。その主な内容といたしましては、材料費で６，０００万円の減額、減価

償却費で１０９万円の増額でございます。 

      第２項医業外費用で７７９万円の減額補正。主な内容といたしましては、材

料費の減額に伴う消費税計上の減額でございます。 

      第２款附属外来センター事業費用では９，８２３万円の増額補正でございま

す。 

      第１項医業費用で当初予算額に対しまして９，３２３万円の増額補正でござ

います。内容といたしましては、材料費で７，０００万円の増額、経費で

３，４００万円の増額、減価償却費で１，０７７万円の減額でございます。 

      第２項医業外費用では、材料費の増額に伴う消費税５００万円の増額補正を

計上するものでございます。 

      以上、まことに簡単ではございますが、詳細説明とさせていただきます。 

      慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  今の説明の中で材料費７，０００万、支出ですけれども、材料

費７，０００万円の増額というふうなことが示されたんですけれども、具体的

にはどういったものなのか、少し詳細をお聞かせいただきたいと思います。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  それでは、材料費の増額補正についてお答えいたします。 

      外来センターなんですが、化学療法で高額な抗がん剤が増えていること。そ

ういったものが主な増額理由と考えております。 

議長（隅田川徳一君）  用度課長。 

用度課長（三浦真二君）  材料費の減額についてお答えいたします。 
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      まず、入院棟のほうでありますが、６，０００万円の内訳は薬品費４，０００

万円、診療材料費２，０００万円であります。薬品費については単価の安いジ

ェネリックを多く採用した事と、化学療法の患者さんを早期に外来センターに

シフトしたことで、入院棟では薬品費を抑えることができました。 

      それから、外来センターの７，０００万の増額ですが、これは化学療法の患

者さん用の高額な抗がん剤が増えたことと、平成２６年、去年の１２月から、

１つの症例で１本６０万円ぐらいするお薬がありまして、それを３月までに

１，５００万円ほど投与する症例があります。それによって薬品費のほうを

７，０００万増額するということになりました。 

      以上であります。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第５号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計補正予算（第３号）について、本案は原案のとおり決す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第１０ 議案第６号 

議長（隅田川徳一君）  日程第１０、議案第６号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町村

組合立介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたしま

す。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第６号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護

老人保健施設事業会計補正予算（第１号）について、ご説明を申し上げます。 

      今回の補正は、第３条の収益的収入で、事業収益の減収による減額補正とな

っております。 

      収益的支出につきましても、材料費、経費の減少等による減額補正を計上す
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るものでございます。 

      また、第４条の資本的支出では、建設改良費の減少による減額補正を計上す

るものであります。 

      収支におきましては２，９３７万円の赤字となっておりますが、制度改正に

伴う賞与引当金等の計上を除きますと１，０５７万円の赤字を見込むものでご

ざいます。 

      以上、まことに簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

      慎重審議いただきまして、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

      なお、詳細につきましては管理課長より説明させますので、よろしくお願い

申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  しらさぎ管理課長。 

しらさぎ管理課長（五十嵐良宣君）  詳細についてご説明いたします。 

      第２条の業務の予定量ですが、年間延べ療養者数については、入所者数２万

８，４７０人を２万５，３２０人、１日当たりにしますと７８人を６９人に、

通所では１万８００人を１万１，０００人に、１日当たりにしますと３５人を

３６人に、入所利用者数の減、通所利用者数の増とさせていただくものであり

ます。 

      入所者数の減少の要因につきましては、２０２５年問題を取り巻く環境の中

で、介護サービス施設の増加及び２７年度介護報酬改定の対応といたしまして、

福祉施設への退所が進み、また、当施設においても在宅強化型、在宅復帰率

５０％・ベッド回転率１０％という新規の基準を４月より取得いたしました。

この復帰率、回転率の増への運用の影響と、さきに述べた複数の要因による平

均入所者数の減と考えられます。 

      次に、第３条の収益的収入及び支出の収入ですが、第１款施設運営事業収益

で５億８７１万２，０００円を２，５００万円の減、４億８，３７１万２，０００

円とするものであります。内訳につきましては、事業収益５億３８０万円を利

用者数の減により２，５００万円の減、４億７，８８０万円とするものであり

ます。 

      次に、支出ですが、第１款施設運営事業費用５億２，５７１万８，０００円

を１，２４２万７，０００円減の５億１，３２９万１，０００円とするもので

あります。内訳については、第１項事業費用４億８，８６４万７，０００円を

１，２２３万２，０００円の減の４億７，６４１万５，０００円とするもので

あります。内容といたしましては、利用者数の減によります材料費、経費等

８２３万円の減、委託契約等の見直しによる３００万円の減が主な減額であり

ます。 

      また、第２項事業外費用１，８１６万９，０００円をリース利息の修正で
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１９万５，０００円の減額で１，７９７万４，０００円とするものであります。 

      また、４条では、資本的支出、建設課医療費中のリース料の訂正及び新規リ

ースの中止によります１１４万５，０００円の減額補正をお願いするものであ

ります。 

      以上、詳細説明にかえさせていただきます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第６号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町

村組合立介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）について、本案は原案

のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第１１ 議案第７号 

議長（隅田川徳一君）  日程第１１、議案第７号、平成２７年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計予算についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第７号、平成２７年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院

事業会計予算について、ご説明申し上げます。 

      病院事業は、ここ数年、黒字化が図られてはいますが、今後の診療報酬改定

や消費税率アップへ対応、入院棟の移転等の課題があります。今後も健全な経

営のための努力とともに、地域住民の皆様に安全・安心な医療サービスを提供

するための継続的な設備投資も必要であると考えております。 

      平成２７年度の予算編成の主なものとしまして、ＭＲＩなどの大型医療機器

の整備費や新入院棟建設費等を計上しております。 

      ３条の収益的収支では、３施設合計での事業収支は２億５，０４１万円の黒

字を見込むものでございます。 
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      次に、第４条では、公立藤岡総合病院の建設改良費で５億６，５９２万円、

外来センターでは４億７，９１８万円を計上しております。 

      以下、第５条から第８条までは所要の額を計上させていただきました。 

      以上、まことに簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

      慎重審議いただきまして、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

      なお、詳細につきましては経営管理部長より説明させますので、よろしくお

願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  それでは、詳細についてご説明申し上げます。 

      初めに、第２条の業務の予定量についてでございますが、公立藤岡総合病院

における入院は、病床数３９１床、稼働率８３％を想定し、１日平均入院患者

数３２５人、年間延べ患者数１１万８，９５０人、外来では救急患者と透析患

者を合わせまして１日平均患者数９３人、年間延べ患者数３万４，０３８人を

予定するものでございます。 

      附属外来センターでは、稼働日数を２４３日で、１日平均患者数７７０人、

年間延べ患者数１８万７，１１０人を予定するものでございます。 

      訪問看護事業では、年間延べ利用者数９，７２０人を予定するものでござい

ます。 

      第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございますが、第１款病院事業収

益では７９億８，５２０万３，０００円、内訳といたしまして医業収益が７６

億２０万８，０００円、医業外収益で３億８，４４８万５，０００円、特別利益

５１万円でございます。 

      第２款附属外来センター事業収益は２６億８，２８８万７，０００円、その

内訳として、医業収益が２４億７，１９５万円、医業外収益で２億３６１万９，０００

円、特別利益７３１万８，０００円でございます。 

      第３款訪問看護事業収益では８，９０１万円で、その内訳は事業収益

８，８４６万円、事業外収益で５５万円でございます。 

      次に、支出について申し上げます。 

      第１款病院事業費用については７８億５，７２６万３，０００円、その内訳

は第１項医業費用で７６億４，０７９万円、第２項医業外費用で２億１，０９７万

１，０００円、第３項特別損失５００万２，０００円、第４項予備費で５０万

円でございます。主なものとして、医業費用で給与費で４３億８２４万

４，０００円、材料費で１８億５，９００万円、経費で９億９，９８０万円で

ございます。 

      第２款附属外来センター事業費用では２５億８，６２０万４，０００円、

その内訳は第１項医業費用で２４億１３１万２，０００円、第２項医業外
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費用で１億８，３８９万１，０００円、第３号特別損失で５０万１，０００円、

第４項予備費で５０万円でございます。主なものといたしまして、給与費で８

億１，９０１万７，０００円、材料費で５億７，７５０万円、経費で７億９０４

万円でございます。 

      第３款訪問看護事業費用は６，３２１万４，０００円で、その内訳といたし

まして第１項事業費用で６，２９２万２，０００円、第２項事業外費用で１９万

２，０００円、第３項予備費で１０万円でございます。主なものといたしまして、

給与費が事業費用の８５．２％を占めております。 

      第４条については、資本的収入及び支出でございます。 

      第１款公立藤岡総合病院資本的収入では５億４,１９３万４，０００円で、

その内訳といたしましては企業債償還元金分の他会計負担金２億２，０９３

万４，０００円、企業債で３億２，１００万円でございます。 

      資本的支出は９億３,３５８万円で、その内訳は建設改良費５億６，５９２万

円、企業債償還金３億６，７６６万円でございます。 

      第２款附属外来センターでは、資本的収入で５億６，３１３万６，０００円、

企業債償還元金分の他会計負担金１億５，５１３万６，０００円、企業債

で４億８００万円でございます。 

      資本的支出については７億２，６５３万５，０００円で、内訳といたしまし

ては建設改良費で４億７，９１８万円、企業債償還金で２億４，７３５万円で

ございます。 

      第３款訪問看護では、資本的支出は２２０万円で、これは全て建設改良費で

ございます。 

      病院事業会計の収支につきましては、公立藤岡総合病院では１億２，７９４

万８，０００円の黒字予算、附属外来センター事業では９，６６８万３，０００

円の黒字予算、訪問看護事業では２，５７９万６，０００円の黒字予算となり

まして、病院事業３事業合わせまして２億５，０４１万９，０００円の純利益

を計上しております。 

      今後も地域住民の皆様方に安定した医療を提供するため、職員一丸となり、

よりよい病院つくりに努めてまいりたいというふうに考えております。 

      以上、まことに簡単ではございますが、詳細説明とさせていただきます。 

      慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。渡辺新一郎君。 

議員（渡辺新一郎君）  第５条の企業債なんですけれども、この起債の限度額が４億円

と、また新入院棟で３億２，０００万円ぐらいあるんですけれども、これの限

度額はどういうふうな形で決めているのかお伺いいたします。 
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      それと、起債の方法で証明借り入れというのがあるんですけれども、これの

説明をお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  それでは、ご説明申し上げます。 

      起債限度額の決定方法ということでございますけれども、公営企業の場合に

は起債の充当率１００％でございます。基本的には予定している事業費の１００％

が起債できることになりますので、その部分を借り入れるという予定で限度額

を定めてございます。機械、それから、建設事業それぞれについて、そういう

形で定めてございます。 

      それから、証書借り入れですけれども、こちらは借り入れをするのに、こう

いう利率で、これだけの金額をということ等を記した書類を金融機関なり政府

関係の機関に提出して借り入れを行うものでございます。その他に証券といっ

た借り入れ方がございますけれども、藤岡市等も含めて、証書借り入れが多い

かと思います。よろしくお願いします。 

議長（隅田川徳一君）  渡辺新一郎君。 

議員（渡辺新一郎君）  わかりました。 

      それから、次なんですけれども、第９条の重要な資産の取得とあるんですけ

れども、これは例えば駐車場のことだと思うんですけれども、平米当たりの単

価がわかりましたらお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  こちらの用地については、駐車場の用地を予定しておる

わけですけれども、具体的な場所はこの外来センターの東側の用地になります。 

      それから、単価につきましては、現在、地権者と交渉を続けているところで

ございますので、この場ではちょっと勘弁願いたいと思います。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  渡辺新一郎君。 

議員（渡辺新一郎君）  この場所なんですけれども、さきの１２月市議会で真ん中のこ

の路線番号２３２１、これが廃路になっていると思うんですけれども、そうし

ますと、今までそこを使っていた道路がなくなるわけなんですけれども、その

かわりに例えば温井川がありまして、そのところに１号水路があるんですけれ

ども、その隣にも道路があるんですけれども、これは非常に狭い道路で、たし

かこの道路もいろいろ栗須の郷へ行ったり、しらさぎの里へ行ったりするのに

使うんですけれども、ここら辺の道路がなくなって非常に利用者としますと、

すれ違いもできないというようなことがあるんですけれども、この辺をどうい

うふうに考えているかお伺いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 
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企画財政課長（高柳和浩君）  お答えいたします。 

      市道につきましては所管が藤岡市土木課になるかと思います。そちらのほう

の所管ですので、病院としてこういうふうにしますということは直接お答えで

きないんですけれども、今その市道の扱いについては、南側の道路へつけかえ

るような方向で土木課と協議を続けておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

議長（隅田川徳一君）  渡辺新一郎君。 

議員（渡辺新一郎君）  そうしますと、囲いするということを考えていると思うんです

けれども、拡幅するということなんですけれども、あれ今のちょっと見てみる

と、あそこに赤いくいが打ってあるんですけれども、そこのところまで拡幅す

るというふうな考えでいいんかどうか。それと、いろいろ今後の検討として、

すれ違いが本当にできないと、あそこを利用する方は不便なので、そこら辺も

今後の検討課題として、ひとつお願いしたいと思うんですけれども、よろしく

お願いします。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  それでは、お答えいたします。 

      道路の幅につきましては、今現在、予定地の中にある市道、それから、水路

敷があるんですけれども、それらを南側の市道へ振るような形で今、協議をし

ております。できるだけそういうふうな要望に沿える形で協議していきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。窪田行隆君。 

議員（窪田行隆君）  １６ページの新入院棟建設工事について若干お伺いします。 

      さきの議会で野口議員のほうから建設の改正について人的な金のことをどう

考えているかという趣旨のご質問がございました。現在この新入院棟建設工事、

大規模なプロジェクトであるにもかかわらず専任の職員さんはお一人と伺って

おります。今後、２７年度においてどのように建設の事業の事務を、どういっ

た体制で進めていくお考えでいらっしゃるのかお伺いします。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      今現在、実施設計を行っておりますが、今後実質的に建設というところに入

っていくわけでございますけれども、現在、兼務ではございますが建設準備室

がございます。 

      今後、管理者、そして病院長とも相談しながら、大きな事業でありますので、

できれば室を単独な形にして、この事業を遂行していくような形で考えており

ます。 

      それから、その事業事務アップを図っていく中で、病院の職員だけで大丈夫
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なのかというようなご心配のご意見だというふうに理解するんですが、これに

ついては昨年度も藤岡市の各関係部署に技術供与という形で、協力依頼をして

おります。現実的には現在、土地の交渉についても開発公社のほうで協力して

いただいておりますが、今後も管理者のほうにもお願いしまして、できるだけ、

技術者の職員の派遣をお願いして事務を進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  窪田行隆君。 

議員（窪田行隆君）  現在の答弁ですと、専門の部署を今後立ち上げていく予定である

と、専任で対応していくというご答弁だったんですが、技術的な問題について

は藤岡市職員の援助を受けるという形のご答弁だったんですが、やはり病院建

設、大きな事業でありまして、やはり専門的な知見を持つ人物、そういった

方々を積極的に登用して重層的な体制をしくべきであると考えますが、その辺

のお考えはいかがでしょうか。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      この辺については病院の職員、また、藤岡市の協力を得るんですが、実際的

にはその実施設計を専門の設計会社、具体的には日本設計株式会社と契約をし、

実施設計を行っております。そこのところでお互いに協議をしながら、よりよ

い病院づくりに努めてまいっているわけですが、前回の議会で債務負担行為に

も出たと思うんですが、いわゆる、ハード、ソフトの部分を含めたコンサルタ

ントの契約もあわせて行っております。 

      したがいまして、外部の専門的な知識を積極的に導入しながら事業を進めて

いる現状でございます。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。佐藤淳君。 

議員（佐藤 淳君）  議案第７号、来年度の当初予算なんですけれども、何点か質問さ

せていただきます。 

      まず、５６ページ、４条予算の支出の部分なんですけれども、機械器具購入

費１億３，０００万、それから、外来センターの４億７，８００万ですけれど

も、５億を超える予算なんですけれども、２６年度も６億ぐらいの予算を投下

していると思うんですけれども、さらに、これ１年前にいただいた資料なんで

すけれども、この中でも職員駐車場造成工事移転費、医療機械等で１３億

５，０００万という数字が出ているんですけれども、もう既に２９年度での医

療機械等の購入等も踏まえて、こういう数字が出ているんでしょうけれども、

当然一緒になることによって足らない医療機械だとか、余る医療機械というの
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はないんでしょうけれども、どういう計画で、どういう基本的なスタンスでこ

の医療機械器具の整備を進めていこうというふうに考えているんでしょうか。

基本的に私は、先進の医療機械を導入をして、そして、質の高い医療を提供す

るということに対しては大賛成なんですけれども、まず、その辺の計画がどの

ようになっているのかお示しください。 

      それから、この当初予算を見ると、新入院病棟の本体工事の大きな予算が計

上されていないんですね。基本的には債務負担行為等も含めて予算措置が講ぜ

られるものというふうに思っていたんですけれども、何ゆえそういうことなの

か、そのことについても説明をお願いをいたします。 

      関連なんですけれども、ここから見えるように、もう文化財の発掘調査等も

進んでいます。現在の進捗状況とあわせて、来年度のスケジュールというんで

すか、わかる範囲で結構ですので、その辺についても説明をお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      まず、第１点の医療機械の購入の検討がどうなっているのかというところで

ございますが、特に大型医療機械については、耐用年数が６年、７年となって

おります。しかし、実際は１０年ぐらいの間隔で更新をしている現状です。そ

の中で更新計画については、この医療機械が大体１０年スパンでどのくらいの

形で更新しなければいけないかというところを見ながら更新しております。今

回の予算も計上させていただいた入院棟に設置する機械については移設を想定

しまして、更新していくというような、計画でおります。計画ですと３年後に、

移転するので何とか現在の機械でがまんしようというのではなく、現在の医療

の最高の水準を提供できるよう更新しております。 

      それから、議員さんがおっしゃったような先進的な医療の提供ということも

考えておりますので、例えばペットＣＴとか、そういったものの導入も視野に

入れた中で今後考えているような状況でございます。 

      したがいまして、統合後の向こう１０年を考えて更新の計画、また、収支計

画も進めている状況でございます。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  それでは、お答えさせていただきます。 

      まず、現在の建設事業の進捗状況、それから、来年度のスケジュールについ

てを、お話をさせていただきたいと思います。 

      まず、今の状況ですけれども、先ほど部長からもお話ししましたとおり、実

施設計を行っております。１１月末に実施設計の契約を結びまして、現状は、

一般図の検討ということで、基本設計でやった図面をもう一度見直して、その
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平面図を、確定する作業を行っております。これを年度内には終了させるとい

うような予定で進んでいます。その後、詳細設計等に入りまして、免震構造の

認定ですとか建築確認申請ですとかを行って約１年、１１月までにはその辺の

作業を終えたいというふうに考えております。その作業を進める中で当然事業

費の積算も行いますけれども、建設予算を確定するための事業費の積算につい

ては、今のところ８月末をめどに、予算に対応できるような事業費を積算をす

るということで、進めております。 

      そして、本体工事の予算はというような質問に対するお答えになるんですけ

れども、それに対して予算措置をして、本体工事の予算を計上させていただき

たいというふうに考えておりますので、今年の１１月の議会にはこの予算を計

上させていただいて、その後、入札に入っていくような予定になっております。

１１月の議会で予算を計上させていただく予定ですので、それまでに入札の準

備を進めさせていただいて、可決していただければ直ちに入札の手続に入って、

１から２カ月程度で入札を執行できればというふうに考えております。入札に

つきましては、早ければ１２月末から２８年の１月ぐらいが入札の時期になる

のかなと、考えております。そのような予定で進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

      それから、設計等が、ある程度形になって皆さんにご説明できる段階になり

ましたら、順次説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

議長（隅田川徳一君）  佐藤淳君。 

議員（佐藤 淳君）  機械の関係なんですけれども、私が心配しているのはちょっとそ

の建設の時期が極めてめぐり合わせだから仕方がないんでしょうけれども、い

ろいろ建設コストが最も上昇しているであろう時期に建設をしなくてはならな

いということなんで、いずれにしても、そういうことも含めてきちんとした計

画のもとにやっていただきたいというふうに思います。もうこの２カ年で、こ

の医療機械等に１２億投下するということですから、そうすると、じゃ、２８

年度もそれくらいの金額を投下するのか、さらに２９年度はこの１３億

５，０００万円のうちの医療機械等にどのくらいの予算を割くという前提のも

とで１３億５，０００万円という数字が出てきたのか、その辺が定かでないん

で、いずれにしてもしっかりした計画のもとにやっていただきたいというふう

に思います。 

      それから、その今、８月末までにいろいろ事業費の積算云々、それから、１１

月の末、１１月の予算議会後に入札というふうなお話なんですけれども、今ま

では提案型ということですから、この部分の実施設計というか詳細設計につい

ては請け負った建築屋さんがというお話だったんですね。ところが、今回は一
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般的な入札方式でお願いするということなので、なぜ積算ができないのか、い

ろいろな詳細を設計して積み上げるのか、あるいはですよ、もう全体予算をこ

のくらいでいきましょう、際限額の予算を投下するわけにいかないんでしょう

から、そういう部分でどっちの方向でやっているのか、今のお話を伺うと、設

計事務所に詳細設計を依頼して、さあ、積算してみたらかなりの金額になった。

それでもやるのかという話ですよね。どっちなんでしょうか。 

      それから、当然今回は提案型ではありませんから、当然皆さんの側、病院側

が発注する、皆さんの側がいろいろなことに対して注文をつけているわけでし

ょう。この部分はこういうことを大事にして設計していただきたいとか、そう

いう中で私は全体の予算がこのくらいで何とか抑えたいという基本的なものが

あるんだと思っていたから、当然のことながら当初予算で債務負担行為を含め

て出てくるものというふうに思っていたんですけれども、今の説明だと、詳細

設計をして積算をしてみなければわかりませんということなんで、その辺につ

いては基本的にどちらの方向でやろうとしているんでしょうかね。その辺につ

いて、いま一度お答えをください。 

      それから、１点確認をしますけれども、２６年の第３回定例会、それから、

その前の議員説明会等できちんと経営管理部長さんのほうから一般競争入札で

今回の入札は行いますというふうに答弁されておるんですけれども、この基本

中の基本的な考え方に変わりはないか、管理者にお伺いをいたします。 

      それから、もう１点は、以前指摘したんですけれども、契約規則、当然病院

の規則に沿って契約をするということなんですけれども、その時点で契約規則

の改正を行うんだというふうな趣旨の発言があったかと思いますけれども、こ

の契約規則の改正は行うんでしょうか。行うんだとすれば、いつ行うんでしょ

うか。 

      それから、基本的にどの部分を、どういうふうに改正をしようとお考えなん

でしょうか。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      まず、１点目のどういう方向、どういう病院づくりをしていくのかというこ

とでございますけれども、ただいま議員さんがおっしゃるように、この病院が

つくるわけでございますので、当然病院の意思を反映したものを今つくろうと

して、委員会やワーキングがそれぞれ知恵を出しながら実施設計を行っている

ところでございます。したがいまして、もちろんその専門的な積算とか構造と

か、そういったものについての実施設計は設計会社のほうでやっているんです

が、病院の意思として、ここはどうしてもこういうふうにしていきたいとか、

その部屋についてはこういうふうな形で広げたいとか、そういったところは病
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院の意見をまとめているところです。 

      最終的には金額の話になると思うんですが、２年前ぐらいから、建築単価の

高騰と人手不足等で非常に建設に関しては逆風が吹いている中で、まだその上

げどまりというんでしょうか、まだ上がり続けているというような話は聞いて

おりますけれども、やはり限度は絶対あります。現在想定している中では、基

本はやはり前回の予算をベースにしながらやっていこうと考えています。ただ

し、建築単価の高騰とか、そういったものについてはその時の情勢であります

ので、なかなか想定できないところではあるんですが、病院の職員もいろいろ

な、知恵を出してより良い病院を作っていこうとしているところでございます。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  総務課長。 

総務課長（島﨑 泰君）  契約規則の改正についてお答えを申し上げます。 

      昨年の１２月上旬の日付をもちまして規則改正を実施いたしました。内容に

つきましては、今ちょっと手元に詳細ございませんが、藤岡市の契約規則にの

っとった形の中で改正を行いました。よろしくお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  管理者。 

管理者（新井利明君）  以前の議会でもお答えさせていただいておりますけれども、一

般競争入札でやっていくということには変わりはございません。 

議長（隅田川徳一君）  佐藤淳君。 

議員（佐藤 淳君）  また、きちっと皆さんの側で、よく調整をしていただいて、こう

いう病院をつくるんだということをきちっと設計事務所に意思表示をしていた

だいて、それに沿った病院ができるようにしていただきたい。あわせて、患者

さん本位の病院ができるように、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思

います。 

      今、規則の改正はもうしたんだということなんですけれども、ホームページ

にはもう載っていますかね。そうですか。私はまだ隅まで読んでないんですけ

れども、基本的な今、藤岡市の契約規則に沿ってやるんだということなんです

けれども、病院としての考え方というのはそこに全く反映されないんですか、

ないんでしょうかね。今までの病院の規則は、こういうことで、この病院にと

って、ここが不都合だから、この部分をきちんと直しましょうというんならわ

かるんですけれども、何でも藤岡市の規則と一緒にすればいいんだというのは、

少し私とすると納得がいかないんですけれども、藤岡市の規則もよく読んだほ

うがいいですよ。それから、要綱でも何でもよく読んだほうがいいですよ。決

して藤岡市の規則が極めていい規則かということになると、それはそれぞれの

考えがあるでしょうけれども、いろいろとあると思いますから、要は私が言い

たいのは、きちんと皆さんが、ここの組合にとって何が必要なのかということ
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の中できちっと判断をしていただかないと、また、おかしなことになってしま

いますんで、その辺についてもよく見直すべきはきちんと見直してください。

多分、入札がことしの年末か、もしくは来年の正月かというところでしょうか

ら、議決案件じゃありませんから、見直すんならばいつでも見直して、きちん

と告示すればいいことですから、よく見直してくださいね。 

      それから、最後に、１点だけお伺いいたします。 

      ２８年の１月に入札ということになると、２９年の９月には間違いなく完成

するんでしょうか。市長さんも上毛新聞等で、きちんと２９年の９月には完成

だと、完成予定なんですけれども、基本的にはそういう考え方で進んでいると

思うんですけれども、ここがその半年もずれたということになると少々問題だ

と思うんですけれども、必ずこの９月までに完成をするんでしょうか、そのこ

とをお尋ねして質問を終わります。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      現在の予定ではありますが、今年の１１月に予定している決算議会の中で、

また補正予算で大変申しわけないんですが、建設の予算を計上できればという

ふうに今、考えているところです。その議決をいただき、議員さんがおっしゃ

ったように１２月の末か、あるいは１月の最初に入札をして業者決定、１月中

には契約をしていく予定です。大体この規模ですと約２０カ月の工期でいける

だろうと考えておりますので、あくまでも想定ですけれども、９月の竣工で、１

カ月、あるいは２カ月の引っ越しや準備期間を経て２９年の秋、１０月か１１

月ぐらいになると思いますけれども、オープンというような計画でおります。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第７号、平成２７年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計予算について、本案は原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第１２ 議案第８号 

議長（隅田川徳一君）  日程第１２、議案第８号、平成２７年度多野藤岡医療事務市町

村組合立介護老人保健施設事業会計予算についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第８号、平成２７年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護

老人保健施設事業会計予算の提案理由の説明を申し上げます。 

      第２条の業務予定量につきましては、２７年度における業務の予定量を定め

るものでございまして、入所・通所の利用者数を予定するものでございます。 

      次に、第３条については、収入の第１款施設運営事業収益の予定額を４億

８，２２１万７，０００円、支出の第１款施設運営事業費用の予定額を４億

７，８２４万２，０００円と定めるものでございます。 

      以下、第４条から第６条までにつきましては所要の額を計上させていただき

ました。 

      介護老人保健施設事業の運営は非常に厳しい状況でありますが、地域の中心

的介護施設として、良質で効率的な介護サービスの提供に努めていきたいと考

えております。 

      以上、まことに簡単でありますが、提案説明とさせていただきます。 

      慎重審議いただきまして、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

      なお、詳細につきましては管理課長より説明させますので、よろしくお願い

い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  しらさぎ管理課長。 

しらさぎ管理課長（五十嵐良宣君）  詳細についてご説明申し上げます。 

      第２条の業務の予定量ですが、年間延べ療養者数については、入所者２万

６，７１６人、１日当たりで７３人、通所については年間１万１，０００人

で、１日当たり３６人の利用者数とさせていただくものであります。 

      第３条の収益的収入及び支出で施設運営事業収益４億８，２２１万７，０００

円、内訳といたしまして、事業収益４億７，９４０万円、事業外収益２８１万

２，０００円、特別利益５，０００円であります。 

      次に、支出については、第１款施設運営事業費用において４億７，８２４

万２，０００円で、内訳は事業費用４億６，１２６万４，０００円、事業外

費用１，６７７万５，０００円、特別損失３，０００円、予備費２０万円であ

ります。 

      第４条資本的収入及び支出では、資本的収入はなく、資本的支出として建設
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改良費としてリースの支払い３４７万１，０００円、企業債償還金４，３９３

万１，０００円とさせていただくものであります。 

      平成２７年度の介護報酬改定では、９年ぶりの引き下げで２．２７％と報道

されていますが、当施設に当てはめると約４％の引き下げと想定しております。 

      ２０２５年問題を取り巻く環境の中で、当施設の使命、役割は非常に大きく、

利用者のニーズに沿った質の高い介護を提供していかなければなりません。非

常に厳しい経営環境でありますが、介護者に良質な介護サービスを提供し、経

営改善と介護サービスの向上を図りたいと思っております。 

      以上、簡単でありますが説明にかえさせていただきます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  今、予算の説明を伺いました。決算のところでも聞けばよかっ

たんだと思うんですけれども、決算では赤字が計上されていて、今回黒字の予

算計上をされているわけなんですけれども、この中で決算等の予算との数字を

比較すると、１日当たりの入所、通所、入所にあってはプラス４名で７３名、

通所にあってはプラマイゼロというふうなところの数字が示されております。 

      収入、支出についてですけれども、ざっと見ますと、収入については先ほど

の補正予算で示された数字と今回の新年度の予算とでは、そう差異はないよう

にうかがえます。支出でありますけれども、この支出のところで随分絞ってき

たなというふうなところも見受けられるんですけれども、先ほどの説明の中で

介護報酬等も改定になっている中で、良質なサービスの提供に努めるというふ

うなところのこの支出の中で、反対にサービスが低下してしまうようなことで

は困るなというふうなところも懸念されるんですけれども、もう少し内容につ

いて具体的な説明をいただきたいと思います。 

議長（隅田川徳一君）  しらさぎ管理課長。 

しらさぎ管理課長（五十嵐良宣君）  ２６年度の純損失につきましては２，９３７万円

ですが、改定基準の変更に伴うものが賞与引当金１，８７０万円を特別損失と

して計上しておりました。また、１９年度からの貸倒金として、貸倒引当金

２１０万円を計上させていただいておりましたので、合わせますと２，０８０

万円、会計処理上、費用として計上させていただいております。これを差し引

きますと赤字が８５７万円であります。２７年度では２，０８０万円の費用、

この分がありませんので、介護報酬のほうの減額想定を１，２００万と想定さ

せていただいております。その結果４１７万５，０００円と予定の純利益を計

上させていただいております。 

議長（隅田川徳一君）  施設長。 

介護老人保健施設長（田中壯佶君）  施設長として二、三追加説明させていただきます。 
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      平成２６年度補正予算および平成２７年度予算については課長の説明のとお

りです。最近の利用者状況を説明させていただきますと、まず、利用者の在宅

復帰はかなり厳しい状況にあります。グループホームやサービス付高齢者住

宅がここ２年余りで急速に増えており、藤岡市で２００床近く、高崎ですと

８００ぐらい、伊勢崎ですと４５０ぐらい、埼玉北部でも正確にはわかりませ

んが、かなり増えております。本来でしたら老人保健施設を利用するべき人が、

直接それら施設に入所することが増えています。 

      また、平成２７年度の介護報酬の改定では在宅復帰がクローズアップされて、

老人保健施設を強化型、加算型、従来型の３つに区分し、介護報酬も大きく異

なります。強化型施設は極めてハードルが高く、在宅復帰率５０％以上、ベッ

ド回転率１０％以上、利用者の重症度率３５％以上というのが要件です。私ど

もは、昨年の４月から強化型を取得して、何とかそれを維持しておりますが、

そのためにはベッドの回転をよくし、家族の受け入れ態勢が必要です。また、

今回の改定はマイナス２．２７％、職員処遇改善分を除くと実質マイナス４％

という厳しいものですが、影響を少なくするためにも、強化型に伴う加算が必

要です。現在群馬県内で約８０ある施設１割強、全国的には１割弱が強化型で

す。 

      一方、私どもは公的施設として、地域の要望に応えるべく努力しております。

例えば去年ですと、この地域の各種学生さんを、看護あるいは介護の実習教育

機関として延べ６００人を受け入れております。 

      また、在宅復帰といいましても、なかなか家に帰れない状況が多くあります。

サービス付高齢者住宅を利用するとなりますと、いろいろな費用もかかります。

更に、認知症の問題もあります。この地域ではそういった介護を必要とする認

知症高齢者を受け入れる施設が限られており、私どもの施設で対応しておりま

す。 

      いずれにしろ、在宅復帰や経営の問題は厳しい状況ですが、病院はもとより、

地域の医療・福祉機関と連携しながら、地域の期待に添えるように努力してい

きたいと思います。今回の改定は在宅復帰と介護医療の連携が柱になっていま

すので、強化型施設を維持しつつ地域包括ケアシステムのお役に立ちたいと思

っています。長くなりましたが追加説明をさせていただきました。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  回転率を上げることで運営を改善していくんだというふうな施

設長からの答弁がありました。先ほど来、予算の説明をしていただく中で、

２０２５年問題というふうな問題を取り上げての説明も出ました。いろいろ聞

いていると、ほかの他の施設の状況の把握であるだとか、他の施設との連携で
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あるだとか、そういったところの情報収集、あるいはそういったことの確認が

どんなふうにとれていて、対応しているのかというふうなことが、この施設の

運営改善にも大きく影響してくるんだろうなというふうなことが今の答弁から

も伺えるんです。そういったことの対応については、この施設内だけでなかな

か賄い切れるものではないでしょうし、先ほどの答弁にもありました地域包括

ケアシステムというふうなことの中で、市の部署の中にも地域包括支援センタ

ーですか、こういったところの情報収集等もあるでしょうし、そういったとこ

ろとの連携、こういったことが厳しい、厳しいというふうな答弁があるんです

けれども、そういったことの改善につながってくるんだというふうなことがあ

ります。 

      いずれにしても、確かに今こういった高齢者施設、大変地域にも多くなって

いるように感じております。その中にあって市の施設が先ほどの答弁の中にあ

るように、地域住民に対して高い質のサービスが行えるような施設であってい

ただきたいと思います。答弁は結構です。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第８号、平成２７年度多野藤岡医療事務市町

村組合立介護老人保健施設事業会計予算について、本案は原案のとおり決する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

字句の整理の件 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。会議規則第３８条の規定に基づき、本会議

の議決の結果、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきまして

は、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の
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整理は議長に委任することに決しました。 

     ───────────────────────────────────── 

管理者あいさつ 

議長（隅田川徳一君）  この際、管理者より発言を求められていますので、これを許し

ます。管理者。 

管理者（新井利明君）  平成２７年第１回組合議会定例会閉会に当たり、一言お礼のご

あいさつを申し上げます。 

      議員各位におかれましては、長時間にわたり慎重審議の上、ご決定いただき

まして、心より感謝申し上げます。 

      今後も地域医療機関との連携を推進するとともに、病院の健全経営に、より

一層の努力をしてまいりますので、ご支援を賜りたいと存じます。 

      最後になりますが、議員各位におかれましては、お体をご自愛いただき、ま

すますご活躍いただきますようご祈念申し上げ、閉会のあいさつとさせていた

だきます。本日はまことにありがとうございました。 

     ───────────────────────────────────── 

閉会 

議長（隅田川徳一君）  以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全部

終了いたしました。 

      これにて、平成２７年第１回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を閉会

いたします。長時間ご苦労さまでした。 

午後３時２５分閉会 
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